
 

 

エコアクション２１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八千代市の花「バラ」 

 

 

 

 

 

平成２６年１月 発行 
（平成２４年４月～平成２５年３月） 

 

八千代市 



目次 

 

１．環境方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

２．組織の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

３．各取組項目と実績について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

４．主要な環境活動計画の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３ 

５．温室効果ガス排出量削減に対する取組みへの総合的な評価・・・・・・・・・・２４ 

６．環境関連法規の遵守状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５ 

７．平成２３年度の各所属における環境目標と達成状況の自己評価・・・・・・・・２８ 

８．八千代市の環境活動風景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７ 

９．代表者による全体の評価と見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市のシンボル「新川」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

谷津里山風景 



- 1 - 

 

１．環境方針 

 

１ 基本理念 

 八千代市第２次環境保全計画で示している「自然と人のくらしが持続的に調和するまち」を

環境の基本目標として，私たちは日常の生活や都市活動のあり方を身の回りから見つめ直す必

要があります。また，市，事業者および市民のすべての者の協力によって，人と自然が共生し，

環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を目指していかなければなりません。 

そこで，全職員が一丸となり，率先して環境意識の自覚と実践を確保するとともに，地球温

暖化防止に向けた環境保全活動に取組みます。 

２ 基本方針 

基本目標の実現に向けて４つの基本方針を掲げ，環境先進都市づくりを推進します。 

（１）持続可能な循環型のまちをつくる 

（２）安心・安全な生活環境を保全する 

（３）自然と共生するまちをつくる 

（４）市民・事業者とともに実践する 

３ 基本的な取組み 

基本方針に沿って，次のことに取組みます。 

（１）自らの環境負荷を低減させる取組み 

① 電力・燃料の消費及びごみ焼却等に伴う二酸化炭素排出量の削減 

② 廃棄物の削減のため，３Ｒ(リデュース，リユース，リサイクル)の推進 

③ 水資源の節減 

④ グリーン購入の推進 

⑤ 新エネルギーの導入・利用と省エネルギー活動の推進 

（２）地域の環境保全・創造に向けた取組み 

① ３Ｒの視点から，循環型社会の構築を目指す 

② 谷津・里山や生物多様性の保全推進 

③ 環境学習の推進 

（３）環境関連法規制およびその他の要求事項を遵守するとともに，環境汚染の予防に努めます。 

（４）環境方針および実施成果を全職員に周知するとともに，環境への取組を環境活動レポート 

として取りまとめ，広く一般にも公表します。 

 

                                  平成２５年 ４月 １日 

八千代市長 
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２．組織の概要 

 

（１）八千代市の概要 

市内に八千代台，勝田台，米本，高津，村上の五つの大規模住宅団地があります。 

この中でも八千代台団地（昭和３２年完成）は日本の大規模住宅団地の発祥の地であり，これ

を契機に大規模団地の建設が進み，昭和５０年の国勢調査では，人口１０万人以上の市で全国

一の人口増加率を示しました。一時は全国で有数の人口急増都市になりました。 

市の北側半分は，下総台地の緑豊かな自然があり，南側半分は，森を残し，緑の景観に配慮

した市街地が形成されています。 

  また，市の中央には八千代市のシンボル「新川」が南北に悠々と流れ，人々は釣りや散策を

楽しんでいます。八千代市は，首都３０キロ圏の位置と交通の便，自然環境の良さから首都圏

のベッドタウンとして急激に発展してきました。平成８年４月，都心に直結する東葉高速鉄道

が開通。新しい駅を中心に開発が進み，今後もさらに発展が見込まれています。 

八千代市第４次総合計画において，八千代市の将来都市像を「快適な生活環境とやすらぎに

満ちた都市 八千代」と定めて，この将来像を実現するために，６つの柱をたて，まちづくり

を進めています。 

１．健康福祉都市をめざして 

２．教育文化都市をめざして 

３．環境共生都市をめざして 

４．安心安全都市をめざして 

５．快適生活都市をめざして 

６．産業活力都市をめざして 

人口 １９２,９５１人 

面積 ： ５１．２７km2（東西 ８．１km，南北 １０．２km） 

（平成２５年４月末現在） 

男 ９５,７６４人 

女 ９７,１８７人 

世帯 ８１,９３０世帯 

（２）自治体名および代表者 

   八千代市役所 

   八千代市長 秋葉 就一 

（３）所在地 

   千葉県八千代市大和田新田３１２－５ 

（４）総括環境経営管理責任者 

   八千代市安全環境部長 矢口 健二 

（５）環境経営管理事務局 

   八千代市安全環境部環境保全課環境政策室 室長 谷口 路代 

   電話 ０４７-４８３-１１５１ 

     E-Mail  kankyou1@city.yachiyo.chiba.jp 

（６）事業活動の内容 

   八千代市の行政活動 

（７）事業の規模 

   職 員 数  １,３１１人 （平成２５年４月１日現在，特別職３人を含む） 

   延べ床面積  ３１４，７７７ｍ２ （平成２５年４月１日現在） 

（８）環境経営管理推進組織図（ｐ４ 図１参照） 

 

mailto:kankyou1@city.yachiyo.chiba.jp
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（９）適用施設（平成２５年４月１日現在） 

市長部局 

・市役所 

・児童発達支援センター 

・保健センター 

・保育園（８園） 

・児童会館（３館） 

・子ども支援センターすてっぷ２１（２か所） 

・公民館（９館） 

・図書館（４館） 

・八千代台東南公共センター 

・文化伝承館 

・男女共同参画センター 

・消費生活センター 

・支所，連絡所（７か所） 

・清掃センター 

・大和田駅南地区土地区画整理事務所 

・ふるさとステーション 

・「ガキ大将の森」キャンプ場 

・多文化交流センター 

・市民活動サポートセンター 

・障害者福祉センター 

・福祉作業所（３か所） 

・衛生センター 

・勝田台中央公園小体育館 

・やちよ農業交流センター 

・市民会館 

・文化センター（２か所） 

・市民体育館 

・八千代台近隣公園小体育館 

・福祉センター 

・ふれあいプラザ 

・総合生涯学習プラザ 

・市営霊園 

教育委員会 

・教育委員会庁舎 

・郷土博物館 

・小学校（２２校） 

・中学校（１１校） 

・少年自然の家 

・教育センター 

・適応支援センター 

・青少年センター 

・学校給食センター（３か所） 

消防署 
・消防本部 

・分署（５か所） 

上下水道局 
・上下水道局庁舎 

・村上給水場 
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環境経営管理推進組織図（図１） 
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環境経営管理事務局（環境政策室） 

環境活動部門責任者（部局長） 

（例） 

各保育園， 

各調理場 等 

委 託 施 設 等 所 管 施 設 等 

環境推進責任者（課長） 

（例） 

福祉センター 

ふれあいプラザ 等 

環境推進担当者 

一般職員 

施設長 

一般職員 

施設長 

一般職員 
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３．各取組項目と実績について 

 

平成１０年１０月に公布された「地球温暖化対策の推進に関する法律」第２０条に基づき，本市
では平成１３年４月に地球温暖化防止に向けた「八千代市率先実行計画」（第１期計画：平成１３

年度～平成１７年度）を策定し，二酸化炭素などの温室効果ガスの削減に向けた各種取組を実践し

てきました。 

第２期計画（基準年：平成１７年度，計画期間：平成１８年度～平成２２年度）も終了したとこ

ろですが，本計画は継続性を要することから，一部見直しを行い，第２期計画に引き続き，第３期

計画を策定し，二酸化炭素などの温室効果ガスの削減に向けた各種取組を実践しています。 
 この度，第３期計画における平成２４年度分の取組状況が取りまとまりましたので，下記のとお

り報告します。 

１．平成２４年度における取組状況調査の概要 

本取組状況調査は，市役所内の６５部署で選任している「環境推進担当者」に「エネルギー等利

用実態調査」を依頼し，電気，ガス，水道等の使用量を集計したものです。取りまとめは，環境省

の「地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地方公共団体の事務及び事業に係る温室効果ガ

ス総排出量算定方法ガイドライン」に基づいて算定しました。 

 

 

 

 
 
２．エネルギー等利用実態調査結果  

(１) 電気使用量等 

《基準年に対する削減率》     ▲ ： 増加 

項   目  
基準年実績 

(平成 21 年度) 

目  標  数  値   実   績 

(平成 27 年度) 削減率   (平成 24 年度) 削減率 

電気使用量    （kwh） 36,543,962 35,813,083  2%   35,165,289  3.8 % 

燃

料

使

用

量 

ガソリン   （ℓ） 102,210  99,144  3%   117,969  ▲ 15.4 % 

灯 油    （ℓ） 51,335  49,282  4%   57,497  ▲  12.0% 

軽 油    （ℓ） 53,583  51,976  3%   58,141  ▲  8.5 % 

Ａ重油    （ℓ） 284,750  270,513  5%   283,000  0.6 % 

ＬＰＧ    （m3） 9,367  9,180  2%   9,376  ▲  0.1 % 

都市ガス   （m3） 432,074  423,433  2%   477,415  ▲ 10.5 % 

一般廃棄物焼却量  （ｔ） 47,507  44,532  6%   45,505 4.2 % 

水道使用量     （m3） 498,273  483,325  3%   458,312  8.0 % 

コピー用紙使用量  （枚） 23,970,286  23,730,583  1%   24,494,194  ▲  2.2 % 

廃棄物量(庁舎関係)（kg) 730,670  621,070  15%   849,999 ▲ 16.3 % 

平成２４年度における電気使用量等の実績は上表のとおりであり，基準年である平成２１年度実績と

比較すると，電気使用量(-3.8％)，Ａ重油(-0.6％)，一般廃棄物焼却量（-4.2％），水道使用量(-8.0％)

の４項目は削減しています。一方，ガソリン(+15.4％)，灯油(+12.0％)，軽油(+8.5％)，ＬＰＧ(+0.1％)，

都市ガス(+10.5％)，コピー用紙使用量(+2.2％)，庁舎から排出される廃棄物量(+16.3%)の７項目はそ

れぞれ増加しています。 

 

 

調査対象期間  平成２４年４月１日～２５年３月３１日 

調査対象施設  市長部局，教育委員会，消防本部，上下水道局。 

なお，委託施設等は除く。 
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３．温室効果ガス排出量 

①温室効果ガス総排出量について 

削減目標数値を掲げた１１項目中，コピー用紙使用量と水道使用量，庁舎関係から排出される廃棄物

量を除いた８項目（直接的に温室効果ガス総排出量に寄与する項目）で温室効果ガス総排出量を算定す

ると，次のとおり基準年である平成２１年度より約３．７％減少となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２４年度の温室効果ガス排出量を基準年と比較すると約３．７％減少しています。また，前年

度と比較しても約０．３１％減少しています。基準年と比べて排出量が減少したのは，一般廃棄物焼

却量が減少したことと，市関係施設の電気の使用による排出量が減少したためと考えられます。 

※１ 温室効果ガス総排出量算定について 

 上記の温室効果ガス総排出量増減結果は，自らが講じた対策の効果を把握できるよう，算定に係る排

出係数を平成 21 年度の値（電気に係る排出係数については調整後排出係数）で固定して算定したもの

です。 

※２ 各年度の取組みによる効果が見えるよう，算定に用いる排出係数等については，平成 22・23・

24 年度の算定時も基準年である平成 21 年度の数値を用いて算定しています。

２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度

清掃センターにおける一般廃棄物焼却による総

排出量
39,844,368 38,260,087 38,575,354 38,165,132

清掃センターにおける燃料使用等による総排出

量
4,149,059 4,129,382 4,028,603 4,074,527

上下水道局における総排出量 4,412,793 4,533,703 4,261,653 4,242,575

清掃センターと上下水道局を除いた総排出量 5,904,698 6,643,761 5,618,230 5,838,718

5,904,698 6,643,761 5,618,230 5,838,718

4,412,793 4,533,703
4,261,653 4,242,575

4,149,059
4,129,382

4,028,603 4,074,527

39,844,368 38,260,087
38,575,354 38,165,132

0
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20,000,000
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40,000,000
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効
果
ガ
ス
総
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㎏)

温室効果ガス総排出量

（二酸化炭素換算）

54,310,918 53,566,933
52,483,840 52,320,952

平成 27 年度 
目標値 
51,595,372 

目標削減率  
5％ 

平成 21年度比 

３．７％削減 

 

・  平成２１年度（基準年）の温室効果ガス総排出量：５４，３１１ｔ 

・  平成２４年度の温室効果ガス総排出量     ：５２，３２１ｔ 

・  平成２３年度から平成２７年度までの削減目標  ：５％ 

・  増減率                                      ：約３．７％減少 
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削減目標数値を掲げた１１項目中，直接的に温室効果ガス総排出量に寄与する項目のそれぞれの使用量から，資料１の排出係数と地球温暖化係数等を用いて二酸化

炭素に換算した排出量は以下のとおりです。 

 

≪ 平成２４年度実績 ≫                         ≪ 二酸化炭素換算排出量の年度推移（CO2/kg）≫   

 

 

 

 

 

 

 

温室効果 

ガスの 種類 
排 出 要 因 

温室効果ガス

排出量(kg) 

二酸化炭素換

算排出量(kg) 

割合

(％) 

二酸化炭素 

電気の使用 11,674,876 11,674,876 22.3 

燃 

料 

の 

使 

用 

(

内 

訳)
 

ガソリン 273,889 273,889 0.5 

灯油 143,139 143,139 0.3 

軽油 150,294 150,294 0.3 

Ａ重油 766,817 766,817 1.5 

ＬＰＧ 58,205 58,205 0.1 

都市ガス  1,066,545 1,066,545 2.0 

 
 計 2,458,889 2,458,889 4.7 

一般廃棄物焼却 37,364,429 37,364,429 71.4  

メタン 

自動車 15 315 0.0  

一般廃棄物埋立処分 0 0 0.0  

一般廃棄物焼却 43  903  0.0  

一酸化二窒素 
自動車 24 7,440 0.0  

一般廃棄物焼却 2,580 799,800 1.5  

ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾙｵﾛ 

ｶｰﾎﾞﾝ 
ｶｰｴｱｺﾝからの排出 11 14,300 0.1  

温 室 効 果 ガ ス 総 排 出 量 

(二 酸 化 炭 素 換 算) 
52,320,952 100.0  

温室効果

ガスの 

種類 

排 出 要 因 
平成 21 

年度 

平成 22 

年度 

平成 23 

年度 

平成 24 

年度 

二酸化 

炭素 

電気 12,132,595 12,616,077 11,433,738 11,674,876 

燃料 ガソリン 237,301 255,540 258,312 273,889 

灯油 127,798 156,425 150,550 143,139 

軽油 138,513 151,667 149,982 150,294 

Ａ重油 771,559 919,069 789,577 766,817 

ＬＰＧ 58,148 65,613 61,165 58,205 

都市ガス 965,253 1,122,031 1,044,076 1,066,545 

計 2,298,572 2,670,345 2,453,662 2,458,889 

一般廃棄物焼却 39,008,283 37,457,214 37,765,950 37,364,429 

メタン 

自動車 273 294 336 315 

一般廃棄物埋立処

分 
0 0 0 0 

一般廃棄物焼却 945  903  924  903 

一酸化二

窒素 

自動車 6,510 7,130 7,750 7,440 

一般廃棄物焼却 835,140 801,970 808,480 799,800 

ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾙｵ

ﾛｶｰﾎﾞﾝ 
ｶｰｴｱｺﾝからの排出 28,600 13,000 13,000 14,300 

温室効果ガス総排出量 

(二 酸 化 炭 素 換 算) 
54,310,918 53,566,933 52,483,840 52,320,952 
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② 温室効果ガス要因別排出量割合について 

 

 事業活動を行う事で排出される温室効果ガスの構成は大部分が二酸化炭素であることが下記のグラフより

見てとれます。また，一般廃棄物を焼却した際と電気使用による二酸化炭素の排出で約 9割を占めており，一

般廃棄物焼却量と電気使用量を減らす取組みを行っていくことが有効と考えます。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

また，温室効果ガス総排出量より，二酸化炭素を抽出してグラフ化すると，一般廃棄物に含まれる廃プラ

スチック類を焼却することで発生する二酸化炭素が約 6割を占めています。また，電気の使用による二酸化

炭素排出量が全体の 3割弱を占めており，車や空調機器，調理機器等での燃料使用による二酸化炭素の排出

割合が少ない事が分かります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
③ 燃料の使用による二酸化炭素の排出について 

 二酸化炭素の排出要因の大部分を占める一般廃棄物焼却と電気使用を除いた，燃料を使用した際の二酸化

炭素の排出量について比較すると，主に冷暖房に使用する都市ガスが約 4 割，Ａ重油が約 3 割となります。 

自動車や発電機に使用するガソリンや軽油は，使用量に対して二酸化炭素の排出量が少ないことが分かり

ます。 
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４．温室効果ガス排出量に関する各取組項目について 

 

 ① 電気使用量 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２４年度の使用量を基準年（平成２１年度）と比較すると，３．８％減少しています。なお，前年度と

比較すると約２．１％増加しています。 

平成２３年度と比べると増加してはいるものの，東日本大震災前である平成２１年度及び平成２２年度と比

べると東日本大震災後の電気使用量は激減しており，現在も東日本大震災直後と同程度の節電の取り組みを継

続しています。 

  

21年度
36,543,962

22年度
38,000,231

23年度
34,438,969

24年度
35,165,289

支所・連絡所 101,524 109,325 90,442 96,950

保健センター等 104,868 119,016 96,997 104,576

図書館 254,551 261,885 199,826 216,747

学校給食センター 245,554 260,069 226,587 243,769

教育委員会庁舎 309,744 340,977 306,645 309,413

公民館 382,478 405,142 314,796 338,573

保育園 300,181 340,877 301,033 363,757

ふるさとステーション 455,128 475,041 414,036 421,540

消防本部・消防署(5署) 620,279 655,672 548,438 546,990

その他 3,033,928 3,866,288 931,042 1,004,808

本庁舎 1,340,024 1,388,215 1,073,236 1,149,496

公園・道路照明・防犯灯 2,159,888 2,983,851 2,034,734 2,064,475

小・中学校 3,993,937 4,357,289 3,727,862 3,994,475

清掃センター 12,075,823 11,879,203 11,449,681 11,663,330

上下水道局 13,171,146 13,334,419 12,723,614 12,646,390

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

電気使用量（kwh） 平成 21年度比 

３．８％削減 

平成 27年度 
目標値 
35,813,083 
目標削減率 
2％ 
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② ガソリン使用量 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

平成２４年度の使用量を基準年（平成２１年度）と比較すると，約１５．４％増加しています。また，前年

度と比較しても約６．０％増加しています。 

各課の業務量の増加により，全体的な走行量に比例してガソリン使用量が増加しています。 

 

※３ 公用車で使用するガソリンについて 

 ほとんどの車両が管財課による一括管理のため，本庁舎以外で使用している公用車のガソリンについても本

庁舎の項目に含まれている場合があります。 

  

21年度
102,210

22年度
110,066

23年度
111,260

24年度
117,969

教育委員会庁舎 4 4 0 0

小・中学校 124 84 70 235

清掃センター 4,270 4,192 4,459 4,194

その他 3,130 4,392 4,249 5,702

上下水道局 11,449 12,001 10,933 11,499

学校給食センター 20 3 11 0

消防本部・消防署(5署) 34,182 38,262 39,304 40,427

本庁舎 48,711 51,128 52,245 55,912

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

ガソリン使用量（ℓ）

平成 21年度 

１５．４％増加 

平成27年度 
目標値 
99,144 
目標削減率 
3％ 
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③ 灯油使用量 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
平成２４年度の使用量を基準年（平成２１年度）と比較すると，約１２．０％増加しています。前年度と比

較すると約４．９％減少しています。 

平成２４年度は，消防本部や小中学校等の各施設において，暖房等による使用量が抑えられ，前年度より

は削減できたものの，平成２４年度は，２回の選挙において暖房等を使用したことにより，灯油使用量が基

準年比では増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

21年度

51,335

22年度

65,774

23年度

60,474

24年度

57,497

公民館 36 36 36 36

上下水道局 58 228 57 40

支所・連絡所 38 4 72 72

清掃センター 772 836 1,208 986

本庁舎 1,539 3,590 1,552 2,008

保育園 2,476 1,610 2,879 3,633

消防本部・消防署(5署) 7,014 6,395 6,441 4,866

小・中学校 6,444 4,499 8,025 7,502

その他 32,958 48,576 40,204 38,354

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

灯油使用量（ℓ）

平成 21年度比 

１２．０％増加 

平成27年度 
目標値 
49,282 
目標削減率 
4％ 
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④ 軽油使用量 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

平成２４年度の使用量を基準年（平成２１年度）と比較すると，約８．５％増加しており，前年度と比較す

ると約０．２％増加しています。 

清掃センターと上下水道局では，訓練や現場作業の増加による自動車の走行量の増加に伴い，使用量が増

加しました。 

 

※４ 車両等に使われた燃料については，取りまとめ上，車両を管理している課の使用量として含まれてい

る場合もあります。 

  

21年度
53,583

22年度
58,672

23年度
58,020

24年度
58,141

支所・連絡所 0 0 0 0

その他 158 199 45 90

上下水道局 1,027 4,444 509 870

本庁舎 11,981 10,511 11,964 11,776

消防本部・消防署(5署) 18,772 21,326 19,624 18,033

清掃センター 21,645 22,192 25,878 27,372

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

軽油使用量(ℓ)

平成 21年度比 

８．５％増加 

平成27年度 
目標値 
51,976 
目標削減率 
3％ 
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⑤ Ａ重油使用量 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

平成２４年度の使用量を基準年（平成２１年度）と比較すると，約０．６％減少しており，前年度と比較す

ると約２．９％減少しています。 

平成２４年度は，冬の寒さにより,本庁舎をはじめ，各施設の暖房としての使用量が増加しましたが，

清掃センターでは，焼却炉の清掃に伴い，炉の立ち上げ回数が減ったことにより，使用量が減少しまし

た。 

 

 

 
 

 

21年度
284,750

22年度
339,190

23年度
291,400

24年度
283,000

その他 0 0 0 0

消防本部・消防署(5署) 0 0 0 0

上下水道局 1,600 22,590 1,400 3,000

清掃センター 38,000 54,000 48,000 38,000

本庁舎 39,150 33,600 32,000 42,000

学校給食センター 206,000 229,000 210,000 200,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

A重油使用量（ℓ）

平成 21年度比 

０．６％削減 

平成 27年度 
目標値 
270,513 
目標削減率 
5％ 
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⑥ ＬＰＧ使用量 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

平成２４年度の使用量を基準年（平成２１年度）と比較すると，約０．１％増加していますが，前年度と比

較すると約４．８％減少しています。 

ＬＰＧは，給食調理や冷暖房が主な使用で，使用量の増減については，各施設の使用による所が大きいと考

えられます。 

 

※５ 平成２３年度の合計値について 

 端数処理の都合により，合計と内訳が一致しません。 

 

 

 

 
 

 

21年度
9,367

22年度
10,569

23年度
9,853

24年度
9,376

上下水道局 26 26 20 2

図書館 38 37 26 24

教育委員会庁舎 34 35 41 38

学校給食センター 47 47 45 48

その他 726 761 669 707

消防本部・消防署(5署) 875 959 1,028 971

公民館 878 861 791 998

保育園 1,426 1,678 1,501 1,370

清掃センター 2,146 2,177 2,215 2,168

小・中学校 3,171 3,988 3,516 3,052

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

LPG使用量（㎥） 平成 21年度比 

０．１％増加 

平成27年度 
目標値 
9,180 
目標削減率 
2％ 
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⑦ 都市ガス使用量  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

平成２４年度の使用量を基準年（平成２１年度）と比較すると，約１０．５％増加しています。前年度と比

較すると約２．２％増加しています。 

平成２４年度は，前年度と比較し，冬場に寒い日が多かったため，暖房の利用が増え，全体的に使用量が増

えています。  

平成 21年度比 

１０．５％増加 

平成 27 年度 
目標値 
423,433 
目標削減率 
2％ 
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⑧ 一般廃棄物焼却量 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

平成２４年度の焼却量を基準年（平成２１年度）と比較すると，約４．２％減少しています。前年度との比

較では約１．１％減少しています。 

 

⑨ 一般廃棄物における廃プラスチック類の年度推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般廃棄物に含まれる廃プラスチック類の排出量は，基準年と比較すると約２２．３％増加しており，前年

度と比較すると，２７．６％減少しています。 

また，温室効果ガス総排出量の算出については P2 ３．温室効果ガス排出量のとおりです。なお，二酸化炭

素排出量の算出に使用した平成２１年度（基準年）の廃プラスチック割合は，平成１７年度から２１年度の平

均値２９.７％です。 

 

※６ 廃プラスチック割合については，乾ベースでの割合を使用しています。 

 

平成 27年度 
目標値 
44,532 
目標削減率 
6％ 

平成 21年度比 

４．２％削減 

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

排出量(t) 9,489 9,276 8,489 7,219 6,011 8,436 9,379 7,353

廃プラ割合(%) 31.6 32.9 32.6 27.3 24.1 32.5 34.8 28.7
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廃プラスチックの年度推移
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５．その他の取組項目について 

① 水道使用量 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

平成２４年度の使用量を基準年（平成２１年度）と比較すると，約８．０％減少しており，前年度と比較し

ても約６．７％減少しています。 

主な原因としては，小中学校における使用量の減少です。全庁的に東日本大震災後は，節水に対する意識は

継続されています。 

  

21年度
498,273

22年度
518,487

23年度
491,197

24年度
458,312

図書館 817 855 936 837

支所・連絡所 1,057 1,030 928 919

教育委員会庁舎 972 1,024 960 968

保健センター等 1,737 1,822 1,439 1,408

公民館 4,569 4,194 3,779 4,014

上下水道局 6,941 7,787 8,022 6,628

消防本部・消防署(5署) 8,046 7,411 7,154 6,841

清掃センター 9,822 11,837 13,390 12,137

本庁舎 17,781 17,914 21,620 24,099

保育園 24,810 26,573 23,304 24,905

学校給食センター 31,625 31,436 29,110 35,070

その他 42,966 66,038 52,624 56,018

小・中学校 347,051 340,566 327,931 284,468

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

水道水使用量（ℓ）

平成 27年度 
目標値 
483,325 
目標削減率 
3％ 

平成21年度比 

８．０％削減 
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② コピー用紙使用量 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
平成２４年度の使用量を基準年（平成２１年度）と比較すると，約２．２％増加しており，前年度と比較す

ると約１．１％増加しています。紙の使用量削減の意識の強化により，本庁舎や教育委員会庁舎，図書館では

削減できました。 

しかし，公民館での予約システムの変更や給食センターの統合に伴う業務量の増加，小・中学校ではイベン

トや児童数の増加により印刷枚数が増加したことにより，使用量が増加しているところもあり，業務量の増加

に伴い，使用量が増えたと考えられます。 

 

※７ コピー用紙使用量について 

コピー用紙使用量については，使用した枚数を把握することは困難を極めます。したがって，把握できる使用

量以外に，本庁，教育委員会及び上下水道局において，当該年度に購入した用紙も含む枚数となります。なお，

全てＡ４判に換算したものです。 

 
 

 

21年度
23,970,286

22年度
25,683,350

23年度
24,234,952

24年度
24,494,194

図書館 129,690 219,150 247,900 121,150

公民館 150,000 188,625 218,125 262,875

保健センター等 238,500 338,750 271,750 293,500

消防本部・消防署(5署) 236,000 359,506 347,500 415,250

学校給食センター 326,831 482,750 310,000 549,750

上下水道局 672,500 558,600 556,500 572,250

教育委員会庁舎 1,273,750 1,482,250 1,403,750 1,240,000

その他 2,213,090 2,186,592 2,613,927 2,605,919

本庁舎 6,150,800 6,273,750 5,944,375 5,899,375

小・中学校 12,579,125 13,593,378 12,321,125 12,534,125

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

コピー用紙購入量（枚）
平成 21年度比 

２．２％増加 

平成 27年度 

目標値 

23,730,583 

目標削減率 

1％ 
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 ③ 庁舎関係から排出される廃棄物量 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
平成２４年度の使用量を基準年（平成２１年度）と比較すると，約１６．３％増加しており，前年度と比較

すると約２．４％増加しています。 

増加の主な原因は，街路樹等の草木等の廃棄物が増加したためと考えられます。 

※平成２３年度の廃棄物量について，再度，検証し直したところ，平成２３年度実績報告書の値と変更があり

ます。 

 

６．平成２４年度実績に対する総評 

 

 

 

 

 

 

平成２４年度の実績に関しては，平成２３年３月の東日本大震災から１年が経過し，全国的にも電

力がひっ迫した状況から落ち着きをみせました。そのような中，電力使用量について，震災前の平成

２１年度の数値を基準年度として比較すると，震災直後の大幅な削減には及ばないものの，同程度の

削減を達成できました。 

その他のエネルギー等の使用状況については，各課の業務量の増加に比例にして，自動車等燃料の

ガソリン・軽油の使用量が増加しました。また，平成２４年は暑夏及び寒冬となったため，冷暖房と

して利用された都市ガス・ＬＰＧの使用量も増加しました。 

基準年度と比較して，水道使用量と一般廃棄物焼却量は減少しました。また，庁舎関係から排出さ

れる廃棄物量については，本庁舎等の事務所から出る廃棄物は減少傾向にありますが，東日本大震災

以降，公園や道路等の草木等の廃棄物が大幅に増加しました。従って，庁舎関係から排出される廃棄

物量は全体的に増加しました。一方，市民の一般廃棄物量は減少しており，今後とも，ゴミ削減にか

かるＰＲ効果や一般廃棄物の中に含まれる廃プラスチック類の分別徹底の周知を図りたいと考えて

います。 

なお，温室効果ガス排出量については，取組みの効果を把握・評価するため，排出量算定に係る係

数等を基準年で固定し，各年度を比較しました。少しずつではありますが，年度毎に温室効果ガス排

出量が減少しています。 

今後については，これまでの取組みを継続して推進するとともに，環境マネジメントシステム「エ

コアクション２１」での取組みを有効活用し，温室効果ガス排出量の削減に努めていきます。 

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

廃棄物量 730,670 721,834 830,549 849,999

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

庁舎関係から排出される廃棄物量（㎏）

平成 21年度比 

１６．３％増加 

平成27年度 
目標値 
621,070 
目標削減率 
15％ 
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     資料１ 
<温室効果ガス排出量の算定に関する排出係数> 

 平成２１年度 平成２４年度 

ガソリン 2.3217〔㎏ CO2/ℓ〕 2.3217〔㎏ CO2/ℓ〕 

灯油 2.4895〔㎏ CO2/ℓ〕 2.4895〔㎏ CO2/ℓ〕 

軽油 2.5850〔㎏ CO2/ℓ〕 2.5850〔㎏ CO2/ℓ〕 

Ａ重油 2.7096〔㎏ CO2/ℓ〕 2.7096〔㎏ CO2/ℓ〕 

ＬＰＧ 
2.9989〔㎏ CO2/kg〕 

6.21〔㎏ CO2/㎥〕※ 

2.9989〔㎏ CO2/kg〕 

6.21〔㎏ CO2/㎥〕※ 

都市ガス 2.2340〔㎏ CO2/㎥〕 2.2340〔㎏ CO2/㎥〕 

電気 
実排出係数   0.418〔㎏ CO2/Kwh〕   0.464〔㎏ CO2/Kwh〕 

調整後排出係数   0.332〔㎏ CO2/Kwh〕   0.463〔㎏ CO2/Kwh〕 

一般廃棄物の焼却 
2765〔㎏ CO2/t〕, 

9.5×10-4〔㎏ CH4/t〕，5.67×10-2〔㎏ N2O/ｔ〕 

2765〔㎏ CO2/t〕, 

9.5×10-4〔㎏ CH4/t〕，5.67×10-2〔㎏ N2O/ｔ〕 

自
動
車
の
走
行 

ガソリン・ＬＰＧ 

／乗用車 
1.0×10-5〔㎏ CH4/㎞〕 2.9×10-5〔㎏ N2O/㎞〕 1.0×10-5〔㎏ CH4/㎞〕 2.9×10-5〔㎏ N2O/㎞〕 

ガソリン／バス 3.5×10-5〔㎏ CH4/㎞〕 4.1×10-5〔㎏ N2O/㎞〕 3.5×10-5〔㎏ CH4/㎞〕 4.1×10-5〔㎏ N2O/㎞〕 

ガソリン／軽自動車 1.0×10-5〔㎏ CH4/㎞〕 2.2×10-5〔㎏ N2O/㎞〕 1.0×10-5〔㎏ CH4/㎞〕 2.2×10-5〔㎏ N2O/㎞〕 

ガソリン 

／普通貨物車 
3.5×10-5〔㎏ CH4/㎞〕 3.9×10-5〔㎏ N2O/㎞〕 3.5×10-5〔㎏ CH4/㎞〕 3.9×10-5〔㎏ N2O/㎞〕 

ガソリン／小型貨物車 1.5×10-5〔㎏ CH4/㎞〕 2.6×10-5〔㎏ N2O/㎞〕 1.5×10-5〔㎏ CH4/㎞〕 2.6×10-5〔㎏ N2O/㎞〕 

ガソリン／軽貨物車 1.1×10-5〔㎏ CH4/㎞〕 2.2×10-5〔㎏ N2O/㎞〕 1.1×10-5〔㎏ CH4/㎞〕 2.2×10-5〔㎏ N2O/㎞〕 

ガソリン 

／特種用途車 
3.5×10-5〔㎏ CH4/㎞〕 3.5×10-5〔㎏ N2O/㎞〕 3.5×10-5〔㎏ CH4/㎞〕 3.5×10-5〔㎏ N2O/㎞〕 

ディーゼル／乗用車 2.0×10-6〔㎏ CH4/㎞〕 0.7×10-5〔㎏ N2O/㎞〕 2.0×10-6〔㎏ CH4/㎞〕 7.0×10-6〔㎏ N2O/㎞〕 

ディーゼル／バス 1.7×10-5〔㎏ CH4/㎞〕 2.5×10-5〔㎏ N2O/㎞〕 1.7×10-5〔㎏ CH4/㎞〕 2.5×10-5〔㎏ N2O/㎞〕 

ディーゼル 

／普通貨物車 
1.5×10-5〔㎏ CH4/㎞〕 1.4×10-5〔㎏ N2O/㎞〕 1.5×10-5〔㎏ CH4/㎞〕 1.4×10-5〔㎏ N2O/㎞〕 

ディーゼル 

／小型貨物車 
7.6×10-6〔㎏ CH4/㎞〕 0.9×10-5〔㎏ N2O/㎞〕 7.6×10-6〔㎏ CH4/㎞〕 0.9×10-5〔㎏ N2O/㎞〕 

ディーゼル 

／特種用途車 
1.3×10-5〔㎏ CH4/㎞〕 2.5×10-5〔㎏ N2O/㎞〕 1.3×10-5〔㎏ CH4/㎞〕 2.5×10-5〔㎏ N2O/㎞〕 

廃棄物 

の埋立 

処理場 

食物くず 145〔㎏ CH4/t〕 145〔㎏ CH4/t〕 

紙くず又は繊維くず 143〔㎏ CH4/t〕 143〔㎏ CH4/t〕 

木くず 151〔㎏ CH4/t〕 151〔㎏ CH4/t〕 

＜地球温暖化係数＞  

二酸化炭素        ････････   1 一酸化二窒素       ････････  310 

メタン          ････････  21 ハイドロフルオロカーボン ････････ 1300 

 

※ＬＰＧの使用量を気体(㎥)として把握しているため，1 ㎥=2.07kgとして換算しています。    

  

 

 

 

 

 

＜参考＞                    

地球温暖化対策の推進に関する法律      

地球温暖化対策の推進に関する法律施行令   

電気事業者別排出係数         

エコアクション 21地方公共団体向けガイドライン 等 
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八千代市の現況 

１ 人口等 

平成２４年度の住民基本台帳による本市の 

人口等は次のとおりです。 

(1)人 口：１９２，９５１人 
(2)世帯数：８１,９３０世帯 

(3)面 積：５１．２７km2 

２ 職員数 

平成２４年４月１日現在の職員数は， 

１，３２５人（特別職３人を含む）です。 

３ 建物面積 

平成２４年４月１日現在の調査対象となる建物面積は次のとおりです。     

施  設  名 
面     積 

施  設  名 
面     積 

平成２１年度 平成２４年度 平成２１年度 平成２４年度 

本庁舎 １３，３９３ １３，３９３ 公民館 ５，２８９ ５，２８８ 

支所・連絡所 ９２９ ９２９ 図書館 ３，６７１ ３，６７１ 

保育園(8箇所) ６，８３８ ６，８３８ 学校給食センター ２，５７９ ２，５７９ 

保健センター ２，１６８ ２，１６８ 
水道局 

(浄水場等9箇所) 
６，２９２ ６，２９２ 

清掃センター １２，００４ １２，００４ 消防本部･消防署 ７，０４１ ７，０４１ 

教育委員会庁舎 ３，０４４ ３，０４４ その他  １５，３３０ ２８，２２１ 

小・中学校(34校) ２１３，５５２ ２２３，３１０ 合  計 ２９２，１３０ ３１４，７７７ 

※８ 市民体育館については，平成１８年４月１日より民間委託となったため，調査対象施設から除いていま
す。 

※９ 「その他」施設については，市民活動サポートセンター，市営霊園，郷土博物館，多文化交流センター，
児童発達支援センター，消費生活センター，教育センター，適応支援センター，青少年センターが含まれてい
ます。 

４ 公用車の保有台数                                         

※10 表中の低公害車とは，環境省の発行する『地方公共団体のためのグリーン購入取組ガイドライン（平成
24 年 3月）』に基づいており，うち，ガソリン・ディーゼル区分の車輌は低燃費車（平成 22年度燃費基準 10％
以上達成車等）かつ低排出ガス車（平成 17年度基準☆☆☆☆）に該当します。 
※11 表の「特種用途車」には，フォークリフトやバックホウ等，「自動車」以外の車両も含まれています。
その際，車検証に記載された使用燃料にて区分しています。 
※12 平成 24年度は，台数の変更が多くありますが，その原因としては，庁舎内における公用車の所管替えや
大規模なリース替え等を実施したことが挙げられます。なお，表中の台数は，平成 25年 11月に全部署を対象
とした調査の結果を記載しています。 

 

車種区分 年 度 

低 公 害 車 

ｶﾞｿﾘﾝ ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 小計(B) 
合 計 

(A)＋(B) 
低公害車の 
割合（％） 電気 LPG 

ｶﾞｿﾘﾝ･ 

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 
小計(A) 

乗用車 

(大･普･小) 

21年度   ９ ９ ３ ２ ５ １４ ６４．３ 

24年度   ４ ４ ８ １ ９ １３ ３０．８ 

軽自動車 
21年度   ３ ３ ２  ２ ５ ６０．０ 

24年度          

普通貨物車 
21年度   ４ ４ ２ ６ ８ １２ ３３．３ 

24年度     ３ １５ １８ １８ ０．０ 

小型貨物車 
21年度   ２７ ２７ ３０  ３０ ５７ ４７．４ 

24年度   ８ ８ ４０ ８ ４８ ５６ １４．３ 

軽貨物車 
21年度   ４８ ４８ １８  １８ ６６ ７２．７ 

24年度     ８３  ８３ ８３ ０．０ 

特殊用途車 
21年度 ２ ４ ２１ ２７ １０ ２６ ３６ ６３ ４２．９ 

24年度 ３ ４  ７ ２０ ３７ ５７ ６４ １０.９ 

合  計 
21年度 ２ ４ １１２ １１８ ６５ ３３ ９８ ２１６ ５４．６ 

24年度 ３ ４ １２ １９ １５４ ６１ ２１３ ２３４ ８．１ 

資料２ 

平成２５年１１月末 

（単位：m2） 
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４．主要な環境活動計画の内容 
 

項      目 施             策 

二酸化炭素の削減 ○ 電気使用量の削減を図ります。  

    ➀ 昼休み時の事務室等の不要な照明の消灯      

    ➁ 時間外勤務時は，必要最小限の照明 

    ➂ ＯＡ機器等の不使用時の電源カット 

    ➃ 空調設備の適切な温度設定(冷房２８℃，暖房２０℃) 

    ➄ 近隣階への移動時は，エレベーターの使用自粛 

  ○ ノー残業デーの徹底を図ります。 

  ○ 夏季におけるノーネクタイを実践します。 

  ○ 用紙類の使用量の削減を図ります。 

    ➀ 会議資料の簡素化，資料の共有化の徹底      

    ➁ 両面コピー，縮小コピーの活用 

    ➂ ミスコピー，使用済み用紙の裏面利用 

    ➃ コピー終了後のリセット 

  ○ 公用車燃料の削減を行います。 

    ➀ 九都県市指定の低公害車の導入 

    ➁ 公用車台数の見直し 

    ➂ 公共交通機関の利用 

    ➃ 経済運転(・効率的な運行計画 

       ・運行経路の実践 ・アイドリングストップ) 

    ➄ 定期的な車両整備の実施 

  ○ ガス・重油・灯油等の使用量の削減を図ります。 

  ○ 省エネルギー・新エネルギーの推進について， 

    市職員の意識向上及び市民への普及啓発を図っていきます。 

廃棄物の削減 ○ ごみの分別(５分別)収集を推進します。 

  ○ 有料指定ごみ袋制度の実施   

  ○ ３Ｒ(リデュース，リユース，リサイクル)の推進を図ります。 

  ○ 廃棄される用紙類の減量を図ります。 

  ○ 残飯を減量化する献立メニューに努めます。 

水資源の節水 ○ 節水思想の普及を図ります。 

  ○ 水量，水圧の調整を図ります。 

  ○ 水漏れ個所の点検を行います。 

グリーン購入の推進 ○ グリーン購入の周知徹底と推進を図ります。 

  ○ 適正，適量調達を図っていきます。 
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５．温室効果ガス排出量削減に対する総合的な取組み 

 

 (1) 全般的事項 

       地球温暖化防止に向けた「八千代市率先実行計画」に掲げている４７項目の取組みを今後とも継続し

ていきます。 

  (2) 個別的事項 

       前項の全般的事項を推進するとともに，以下の項目については特に積極的に推進していきます。 

①  一般廃棄物焼却量の削減 

    排出される二酸化炭素のうち，約７割（７０．４％）を占める一般廃棄物焼却量の削減を図るため，

以下の項目に取り組んでいきます。 

 

  

・市民，事業者の協力を得ながら，３Ｒを推進していく。 

・市庁舎から排出される廃棄物量の削減を図る。 

②  電気使用量の削減 

        排出される二酸化炭素のうち，３割弱（２３．６％）を占める電気使用量の削減を図るため，以下の

項目に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

・各施設において，電気使用量に占める割合の高い冷暖房機器類等の適正運転に努める。 

・ＯＡ機器等の導入の際には，待機時の消費電力等の省エネルギー性を十分配慮した上で， 

可能な限り省エネルギー性に優れた機器の導入を図る。 

・昼休みの消灯の徹底を図ることとし，必要な職場では最小限の範囲での点灯に留める。 

・職員等に対し，近隣階への移動時は，階段を利用するよう推奨する。 

③ グリーン購入の推進 

        平成１７年度より，「八千代市グリーン購入基本方針」を策定し，紙類，文具・事務用品，ＯＡ機器

類，照明，及び自動車の５品目についてグリーン購入を推進している。 

    これを今後も継続して推進していきます。 

 

八千代市グリーン購入適合調達率＜参考＞                                （単位：％） 

   品目 

年度 
紙類 文具・事務用品 ＯＡ機器類 照明 自動車 全 体 

２１年度 ７９ ４９ ８９ ― ９９ ９４ 

２２年度 ８８ ８２ ９２ ５９  ０ ８６ 

２３年度 ９２ ９０ ９４ ― １００ ９３ 

２４年度 ９８ ８５ ９５ ８６ ― ９１ 

 ※ 品目の平均については，各項目の実績額から算出しています。 
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６．環境関連法規の遵守状況 

 

 

（１）環境関連法規等の取りまとめ一覧表 

種別 法令等の名称 規制対象となる分野 
関係部署 

（●該当課○推進課） 

基本法 環境基本法 ・環境施策全般の実施 全庁 

循環型社会形成推進基本法 ・循環型社会の構築 全庁 

生物多様性基本法 ・生物多様性の保全と持続可能な利用 ●○環境保全課 

基本条例 千葉県環境基本条例 ・環境施策全般の実施 全庁 

○環境保全課 

千葉県環境保全条例 ・地下水汚染対策用の揚水施設について，

法令を遵守し報告する 

・法令遵守の推進と状況の把握等 

●○環境保全課 

●衛生センター 

●清掃センター 

●維持管理課 

八千代市環境基本条例 ・環境施策全般の実施 全庁 

○環境保全課 

 

八千代市廃棄物の処理及び適正処

理に関する条例 

・法令遵守の推進と状況の把握等 ○クリーン推進課 

●公園緑地課 

○母子保健課 

●市民会館 

地球温暖化防止 地球温暖化対策の推進に関する法

律（温対法） 

・市役所における温暖化対策の策定，実施 

市民への働きかけ 

全庁 

 

エネルギーの使用の合理化に関す

る法律（省エネ法） 

・市役所におけるエネルギー使用の合理

化の推進 

全庁 

●管財課 

●環境保全課 

●清掃センター 

●教育総務課 

●維持管理課 

新エネルギー利用等の促進に関す

る特別措置法 

・新エネルギー利用等の促進に努める ○環境保全課 

 

環境情報の提供の促進等による特

定事業者等の環境に配慮した事業

活動の促進に関する法律（環境配 

慮促進法） 

・環境配慮の取組の公表 

・環境報告書（環境活動レポート）の作成・

公表 

●環境保全課 
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種別 法令等の名称 規制対象となる分野 
関係部署 

（●該当課○推進課） 

国等における温室効果ガス等の排

出の削減に配慮した契約の推進に

関する法律（環境配慮契約法） 

・環境配慮契約の推進 契約担当課 

○環境保全課 

 

環境教育等による環境保全の取組

の促進に関する法律（環境教育等

促進法） 

・環境保全のための意欲の増進及び環境

教育の促進 

教育委員会 

●○環境保全課 

資源循環 廃棄物の処理及び清掃に関する法

律（廃掃法） 

・廃棄物関連施策の実施 

・一般廃棄物の運搬・処理 

・産業廃棄物の運搬・処理 

排出した廃棄物の

所管課 

●○クリーン推進課 

●各小中学校 

●情報管理課 

●管財課 

●長寿支援課 

●健康づくり課 

○母子保健課 

●八千代台東南公

民館 

●文化伝承館 

●市民会館 

●市民体育館 

●勝田台中央公園

小体育館 

●環境保全課 

●公園緑地課 

●教育総務課 

●少年自然の家 

●消防署 

●維持管理課 

容器包装に係る分別収集及び商品

化の促進等に関する法律（容器包

装リサイクル法） 

・廃棄物関連施策の実施 

・容器包装廃棄物の処理 

 

全庁 

○クリーン推進課 

特定家庭用機器再商品化法（家電

リサイクル法） 

・家電製品の廃棄及びリサイクル 全庁 

○クリーン推進課 

使用済み自動車の再資源化等に関

する法律（自動車リサイクル法） 

・公用車の廃棄及びリサイクル 公用車の所管課 

○クリーン推進課 
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種別 法令等の名称 規制対象となる分野 
関係部署 

（●該当課○推進課） 

資源の有効な利用の促進に関する

法律（資源有効利用促進法） 

・パソコン類の廃棄時の環境配慮 パソコンの所管課 

○母子保健課 

○クリーン推進課 

国等による環境物品等の調達の推

進等に関する法律（グリーン購入

法） 

・物品・サービスの購入・使用における環

境配慮 

●○全庁 

建設工事に係る資材の再資源化等

に関数法律（建設資材リサイクル

法） 

・建設資材の再資源化の促進 

・公共事業における建設廃棄物の再資源化

と再利用の促進 

建設工事担当課 

●都市計画課 

○建築指導課 

●○大和田駅南土

地区画整理事務所 

●○建設課 

食品循環重の再生利用等の促進に

関する法律（食品リサイクル法） 

・食物残渣等のリサイクル 学校給食センター 

公害対策 大気汚染防止法（大防法） ・ばい煙発生施設の届出，排出基準の遵守 特定施設所管課 

○総務課 

●管財課 

○環境保全課 

●衛生センター 

●清掃センター 

●少年自然の家 

●維持管理課 

水質汚濁防止法（水濁法） ・特定施設の届出，排水基準の遵守 特定施設所管課 

○環境保全課 

●衛生センター 

●ふるさとｽﾃｰｼｮﾝ 

●やちよ農業交流

センター 

●教育総務課 

●睦小学校 

●阿蘇小学校 

●睦中学校 

●阿蘇中学校 

●少年自然の家 

●維持管理課 

騒音規制法 ・特定施設及び特定建設作業の届出，規制

基準の遵守 

特定施設所管課 

建設工事担当課 

○環境保全課 

●清掃センター 
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種別 法令等の名称 規制対象となる分野 
関係部署 

（●該当課○推進課） 

振動規制法 ・特定施設及び特定建設作業の届出，規制

基準の遵守 

特定施設所管課 

建設工事担当課 

○環境保全課 

●清掃センター 

悪臭防止法 ・規制基準の遵守，悪臭の防止 発生施設所管課 

○環境保全課 

●清掃センター 

○農政課 

ダイオキシン類対策特別措置法 ・特定施設の届出，排出基準の遵守，定期

報告 

クリーン推進課 

清掃センター 

●衛生センター 

●清掃センター 

八千代市公害防止条例 ・大気，水質，騒音，振動，悪臭等に関す

る届出，規制基準の遵守 

特定施設所管課 

●管財課 

○環境保全課 

●清掃センター 

土壌汚染対策法 ・3000 ㎡以上の土地の形質変更時 建設工事担当課 

千葉県・八千代市土砂等の埋立て

等による土壌の汚染及び災害の発

生の防止に関する条例 

・建設工事に伴い発生する土砂等の適切な

管理と利用の推進 

建設工事担当課 

○クリーン推進課 

危険物，化学物質 消防法-危険物の規制に関する政

令- 

・石油製品の大量貯蔵係る適性管理 石油製品貯蔵施設

及び所管課 

●管財課 

●衛生センター 

●清掃センター 

●維持管理課 

高圧ガス保安法 ・高圧ガスタンク等の適正管理 高圧ガスタンク等

を有する施設及び

所管課 

毒物及び劇物取扱法（毒劇法） ・毒物及び劇物の指定，製造，販売，取扱

等の規制 

●各小中学校 

 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正

な処理の推進に関する特別措置法

（ＰＣＢ特別措置法） 

・ＰＣＢの適正な管理及び処理 ＰＣＢ保管に係る

所管課 

●管財課 

●教育総務課 

●維持管理課 

化学物質排出把握管理促進法 

 

 

・化学物質の排出量等の把握，届出 ●清掃センター 
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種別 法令等の名称 規制対象となる分野 
関係部署 

（●該当課○推進課） 

 

その他 水道法 ・水道事業の運営 

・水質基準の遵守 

上下水道局 

●建設課 

●維持管理課 

下水道法 ・下水道事業の運営 

・下水道への排水基準の遵守 

上下水道局 

●建設課 

●維持管理課 

浄化槽法 ・浄化槽保守・排水水質の管理 浄化槽を有する施

設及び所管課 

●ふるさとｽﾃｰｼｮﾝ 

●やちよ農業交流

センター 

 

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関

する法律 

 

・野生鳥獣の保護 

・法令遵守の推進と状況の把握等 

●○環境保全課 

 

 

特定外来生物による生態系等に係

わる被害の防止に関する法律 

 

 

・カミツキガメ，アライグマ等の特定外来

生物の防除 

・法令遵守の推進と状況の把握等 

●○環境保全課 

 

絶滅のおそれのある野生の動植物

の種の保存に関する法律 

 

 

 

 

 

・オオタカ等の国内希少野生の動植物の保

護 

・法令遵守の推進と状況の把握等 

●○環境保全課 

 

 

（２）違反，訴訟等の有無 

 平成２４年４月～平成２５年３月の取組期間における環境関連法規への違反や事故，関係機関からの指摘

事項などもありません。また，外部からの訴訟も受けていません。 
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７．平成 24年度の各所属における環境目標と達成状況の自己評価 

部 名 課 名 掲げた目標 評価 

総務企画部 総務課 グリーン購入の周知徹底と推進を図る。 A 

コピー用紙については今後も両面コピー，縮小コピーの活用を行う。 B 

財務用パソコンのスタンバイモードを活用し，不必要なパソコンの電源を切

る。 
B 

昼休みには照明を消灯する。 A 

総合企画課 会議等の開催や計画書の庁内配布に際し，必要な冊数を事前に確認し，無駄な

紙の出力を抑える。 
A 

電子データで共有できるものやパソコン画面上で確認できるものは，印刷を

しない。 
A 

電気ポットは，１台のみとし，省エネ設定（まほうびん設定）を使用する。 B 

昼休み等の事務室の不要な照明は消灯し，時間外勤務時においても必要最小

限の照明とする。 
A 

コミュニティ推進課 主催する講座やフォーラムについて，できる限り事前に参加者数を把握し，資

料等の作成数を最小限にすることで，環境に配慮する。 
B 

電子データで共有できるものやパソコン画面上で確認できるものについて

は，印刷をしない。 
B 

両面印刷や割り付けを活用し，紙の使用量を削減する。 A 

昼休みに限らず執務中にも不要な照明は消灯し，時間外勤務時においても必

要最小限の照明とする。 
A 

秘書課 シュレッダーの電源のオンオフは一日に一回ずつにする。 A 

昼休みは極力消灯する。 A 

応接室等使用していない部屋は消灯する。 A 

冷蔵庫の温度を季節に応じて調節する。 C 

行財政改革推進課 グリーン購入適合物品を購入するよう心がける。 D 

不使用時には，パソコンの電源を切る。 A 

印刷を控え，データで情報を共有するよう心がける。 A 

マイカップを持参するよう心がける。 C 

広報広聴課 広報やちよ，広報やちよ合併版，市民便利帳，市長への手紙の原紙について，

在庫数を管理し，適正な印刷部数に調整する。 
C 

取材の際使用する，公用車の燃費が良くなるよう，急発進や急ブレーキをし

ないよう運転する。 
- 

近い距離の移動は公用車ではなく，公用自転車を利用する。 B 

広報用写真は全てデジタル一眼レフで撮影し，撮影写真確認はディスプレイ

上で行い，カラー印刷を最小限にする。 
B 

過去撮影し永年保存しているネガフィルムやポジフィルムについて，順次デ

ジタルデータ化し，保管の省スペース化，検索に要する時間の短縮で残業を

減らす。 

A 
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部 名 課 名 掲げた目標 評価 

 

 

広報やちよの PDFの HPでの掲載で，印刷紙を減らす。 A 

毎月 1日号の広報やちよにて資源物・ごみ収集日，ごみの出し方のポイント

などを掲載し，ごみの分別など市民に啓蒙していく。 
A 

情報管理課 パソコンのディスプレイの明るさを落とす、スクリーンセイバーをブランク

にするなどの節電対策をグループウェア掲示板を使用して、全庁的に呼び掛

ける。 

- 

事務用品の購入については、できる限りグリーン購入法適合商品を購入す

る。 
A 

使用していない電気機器の電源を落とす。 A 

職員課 昼休み時の消灯を徹底。 A 

使用しないＰＣは待機状態とし、長時間使用しない場合は電源を切る。 B 

ノー残業デーの徹底。 A 

エレベーターの使用自粛。 A 

紙ファイル・フォルダの再使用。 A 

グリーン購入適合商品の購入に努め、購入率の更なる向上を目指す。 A 

印刷物の両面コピーの徹底 A 

戸籍住民課 ミスコピーをなくすため，コピー終了後はリセットボタンを押す習慣をつけ

る。また，両面コピー出来るものはする。 
A 

機密文書以外の不要紙をリサイクルし，廃棄される用紙類の減量を図る。 B 

財務部 財政課 グリーン購入の周知徹底と推進を図る。 A 

廃棄時の分別の徹底，ペットボトルキャップのリサイクル等により，資源化

を促進する。 
A 

PDFファイル，両面・割付印刷及び裏紙の積極的な活用等により紙の使用量

を最小限とする。 
A 

契約課 事務用品についてグリーン購入を徹底していく。 A 

明るい場合には消灯し、電気使用量の削減に努める。 A 

管財課 エレベーター使用の自粛を呼びかける。 B 

長時間の離席時にはパソコンの電源を切る。 B 

室内気温の観測を行い，空調機等の検査を工夫しながら，冷暖房の適切な管

理を行う。 
B 

納税課 グリーン購入適用商品を消耗品購入対象とするよう努める。 A 

廃棄・リサイクルの分類を徹底し，廃棄用紙の減量に努める。 B 

窓あき封筒を発注する際に，窓部分にリサイクル可能な素材を使用した封筒

を発注する。 
A 

市民税課 グリーン購入適合商品の購入に努める。 A 

使用しないパソコンの電源は切り，長時間自席を離れる場合にはパソコンモ

ニターの電源を切る。 
A 

機密文書以外で不要となった用紙は、メモ用紙として利用する。 A 

紙ファイル・フォルダ・ファイルボックスの再利用を徹底する。 A 
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部 名 課 名 掲げた目標 評価 

 

資産税課 コピーミスや不要なプリントをしないように心がけ，紙の使用抑制を図るほ

か，不用紙のリサイクルを徹底する。 
A 

紙や事務用品等を購入する際には，予算と調整を図りながら，なるべく八千

代市グリーン購入基本方針に沿ったものを購入するように努める。 
A 

債権管理課 機密文書を含まない紙資源の回収と、ゴミの分別を徹底する。 A 

債権所管課との情報交換を電子媒体で行なうことによりペーパーレスを図

る。 
A 

節電に努める。 A 

健康福祉部 健康福祉課 休憩時間等、長時間使用しないパソコンはシャットダウンする。短時間（1時

間以内程度）使用しないパソコンについてはスリープ状態とする。 
B 

グリーン購入の徹底に努める。 A 

使用済み用紙は裏面利用やリサイクルを徹底し、廃棄用紙の減量に努める。 A 

所管の施設（福祉センター・ふれあいプラザ）への連絡文書は電子メールを

利用し、コピー用紙の使用量削減を図る。 
A 

生活支援課 家庭訪問時の自転車の有効利用。 A 

長時間離席時のパソコン電源オフ。 B 

グリーン購入適用商品の購入に努める。 B 

長寿支援課 電子化に努め無駄な紙の使用を減らす。 B 

両面印刷を徹底する。 A 

引き続き電気・水道量を抑制するため、施設等に張り紙を使い、節電・節水

を促すこと。 
B 

事務用品 AO 機器におけるグリーン購入比率をさらに向上させること。 A 

電気ポットを使用する際、給湯器のお湯から沸かすことで電気使用量を削減

すること。 
B 

障害者支援課 機密文書以外の不要紙のリサイクルを徹底し，廃棄される用紙類の減量を図

る。 
B 

使用していないパソコンの電源を消したり，スリープ機能等を利用したり消

費電力を抑える。 
B 

消耗品等のグリーン購入の徹底を図る。 A 

児童発達支援センタ

ー 

ノー残業デーの徹底をはかり，使用電力の減少に努める。 B 

グリーン購入の周知徹底と推進を図る。 A 

不用紙のリサイクルの徹底。 A 

健康づくり課 コピー機と印刷機の使用量を課別月別で把握し，削減につなげることができ

るよう努める。 
- 

ゴミの分別を徹底し，用紙等のリサイクルに努める。 A 

グリーン購入適合商品の購入に努める。 A 

紙ファイル等の事務用品は再利用する。 A 

窓開き封筒発注の際には，窓部分にリサイクル可能な素材を使用する。 A 

業務上必要な紙データを，PDFファイルやエクセルデータに置き換える。 A 
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部 名 課 名 掲げた目標 評価 

 

 

業務に必要な場合を除き，エレベータを休止し節電を図る。 A 

保健センター内に在中している施設・団体に向け，冷房等について節電の

お願いをする。 
C 

電機湯沸かし器の使用を引き A 

国保年金課 
両面・集約コピーの活用，無駄な用紙を出力しないよう職員一人一人が意識

し，用紙の使用量を削減する。    
D 

子ども部 元気子ども課 24 年 4 月からの児童手当に係る申請書類について，市のホームページから

ダウンロード出来るようにし，利用の周知を行うことで，申請手続きの簡素

化と自家用車使用の抑制を図る。 

B 

私立幼稚園等就園奨励費補助金の交付決定や管理事務を電子システム化す

ることにより，事務の効率化を図り，用紙の使用量の削減を図る。 
B 

子育て支援課 各施設における水道，ガス，電気の使用量を把握し，恒常的な削減に対する

意識を高めていく。 
B 

グリーン購入適合商品の購入に努めるとともに，ミスコピーを減らし，両

面印刷にすることで紙の削減に努める。 
B 

母子保健課 両面コピー・裏紙の利用を引き続き推進していきたい。 A 

窓あき封筒については，リサイクル可能なグラシン紙を使用した物に，完

全移行する。 
A 

グリーン購入対象商品の購入率の向上に努める。 B 

生涯学習部 

生涯学習振興課 

総合生涯学習プラザの主催事業として、一般市民を対象に環境に関する講座

を実施する予定である。実施時期・・・・・平成２４年１０月又は１１月生

涯学習振興課事業「まちづくりふれあい講座」を活用講師・・・・・環境保

全課職員に依頼 

B 

八千代台東南公民館 会議資料の簡素化、ミスコピー・使用済み用紙の裏面利用を実施し、用紙使

用量の削減を図りたい。 
C 

蛍光灯の間引きや、ポスター貼付による施設利用者への呼びかけを行い、

使用電力量の削減を図りたい。 
C 

大和田図書館 事務用品の購入について，グリーン購入の徹底を図る。図書修理用ののりが

対象外であるが，それ以外の事務用品は適合品を購入するように努める。 
A 

両面印刷や割り付けを利用し，印刷に使用する用紙を削減することによ

り，適用外用紙の購入を抑える。 
A 

昨年に引き続き，使用電力の削減を図る。事務室および利用者が退室して

使用していない図書室などの照明・空調をまめに確認する。 
A 

自然風を利用するなど，室内の温度調節を工夫しながら，冷暖房の適切な

管理を行う。 
A 

文化・スポーツ課 

平成２５年４月の市民会館のリニューアルオープンに向けて，CO２を排出削

減するため，設備の導入・更新(照明器具を LED 等省エネルギータイプの器

具へ更新，新たに太陽光発電設備を導入）をする。 

A 

青少年課 長時間席をはずすときは，パソコンの電源を切る。 C 

使用済み用紙の裏面を利用し，用紙の使用量削減に努める。 A 
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部 名 課 名 掲げた目標 評価 

 

男女共同参画課 市民に対して家庭でできる環境に関する取り組み等を施設内掲示板で紹介

する。 
C 

施設利用者に対して空調の設定温度の協力や不必要な照明の消灯を呼び掛

け、節電に努める。 
B 

事務室のコピー用紙の裏面利用をし、紙類の使用量の削減を図る。 B 

安全環境部 生活安全課 昼休みと長時間離席時のパソコンのシャットダウン及び、スタンバイモード

への奨励。 
A 

生活安全課より自治会に交付する八千代市防犯灯設置及び維持管理補助金

（設置）においてエネルギー効率 が高く省エネで明るい照明器具の設置

を自治会に促していき、今年度申請を受ける灯数の８５～９０パーセント

を目標とする。 

A 

総合防災課 
日頃の業務において，不要な照明の消灯や冷暖房の節約等，電気使用量の削

減に努める。 
A 

環境保全課 県や国，市組織内でのデータ提出や回答については，公印不要なものについ

ては紙の使用を控えるため電子データで行う。 
A 

放射線量測定結果や各補助金の制度の概要，イベントのお知らせ等につい

ては市ホームページに掲載し，紙の配布削減に努める。 
B 

委託による現地調査を行う際は，委託業者との乗り合いに努め，公用車の

使用を控える。 
A 

緊急性のない苦情調査等については，出来るだけまとめて行くことにより

公用車を効率的に運用する。 
A 

大気測定局のエアコンは３０℃を超えた日のみ使用する。 A 

地下水汚染処理業務において発生する廃活性炭については，高温処理で吸

着した有害物質を分解した後，処理をする。 
A 

里山整備のボランティアを育成し，里山整備を行うことで里山の二酸化炭

素吸収量の増加を図る。 
A 

里山整備の際に伐採した竹を，竹の柵やチップにしてリサイクルをする。 A 

クリーン推進課 庁舎内から排出されるごみを減らすため，外部から持ち込んだごみは各自で

持ち帰るよう努める。 
C 

市民１人１日当たりのごみ排出量を約８０８ｇ以下にするよう努める。 A 

印刷ミスしたコピー用紙はメモ用紙として再利用 A 

グリーン購入の周知徹底・推進 A 

清掃センター 市民のごみ減量への意識向上を図るため，出前講座等の啓発活動を年間 20

回程度の目標を持って実践する。 
B 

使用電力の節電策として，グリーンカーテンによる日光の遮蔽効果による

エアコン使用の抑制を目標とする。具体的には７月，８月，９月のピーク

季における室内の温度設定を従来より１℃上げ２９℃とする。 

B 

使用時間帯についても，エアコン使用開始時間を午前１０時からとし，午

後４時には停止させるなどの使用抑制を図り，１日当たり３％程度の電気

消費量の削減を基本目標とする。 

B 
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部 名 課 名 掲げた目標 評価 

  
両面印刷等で資源の有効活用を推進し，コピー用紙の使用量を平成２３年

度比で５％削減することを目標とする。 
A 

都市整備部 都市計画課 電気ポットの消費電力の低減を図る(・使用電力量の急激な増加が予想され

る夏場（7 月～9 月）の時間帯（13 時～16 時）の電気ポットの使用を控え

る。) 

B 

パソコンの消費電力の低減を図る (・スクリーンセーバーの設定を「な

し」とする。・パソコンを使わなかった場合のスタンバイモードへの移行設

定時間を 15 分とする。) 

A 

エレベーターの使用を控える（・4階以内の移動は極力エレベーターを使

用しないよう心がける。） 
A 

エコドライブを心がける B 

建築指導課 昼休みの消灯及びパソコン不使用時の電源カット等による電気使用料の減

少を図る。 
B 

機密保護を図った上での文書リサイクルの徹底。 B 

グリーン購入適合商品の購入に努める。 B 

都市整備課 省エネ・省資源化を徹底する。 B 

可能な限り紙情報を削減し，情報の電子化に努める。 B 

印刷物は可能な限り白黒，両面印刷，トナーセーブに努める。 A 

廃棄物・ごみの削減に努める。 A 

印刷ミスをしたコピー用紙はメモ用紙として再利用する。 A 

大和田駅南区画整理事

務所 

土木工事発注の際、建設副産物の適正処理を指導する。 A 

使用材料を再製品で施工する。 A 

公園緑地課 公園施設の稼働見直しを図る。（噴水の稼働時間短縮等） B 

土木管理課 両面印刷の徹底，印刷ミス用紙はメモ用紙として再利用。 A 

エレベータの使用自粛。 A 

土木建設課 土木工事発注の際，使用材料を再生品で施工する。 A 

ペットボトルキャップのリサイクルについて，回収および啓発をする。 A 

工事機材は低公害のものを使用する。 A 

産業活力部 産業政策課 イベントに伴うゴミの減量を図るため、八千代ふるさと親子祭、八千代どー

んと祭の両実行委員会に働きかける。 
A 

昼休みの消灯を徹底する。 A 

エレベーターの使用を控える。 A 

消耗品の購入にあたり、グリーン購入対象商品の割合を 100％に近づくよ

う努める。 
A 

農政課 引き続き，園芸用廃プラスチック処理対策推進事業について，農家の方に周

知を行い適切な処理をすることを促す。 
A 

引き続き，畜産農家の方に尿処理について，周知を徹底し，適切な処理を

することを促す。 
A 

引き続き，地産地消を推進していく。 A 
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課 名 掲げた目標 評価 

ふるさとステーション 光熱水費のさらなる削減を進めます。 B 

商工課 商店街街路灯のＬＥＤ化に関しての基礎資料の作成等。 - 

会計課 印刷時は両面・集約印刷に努め、印刷濃度を下げることでトナーを節約し、

不要になった印刷物の裏面再利用を徹底する。 
A 

課内での回覧、情報共有等には極力電子データを活用する。 A 

不要な照明の消灯を行う。 A 

議会事務局 庶務課 ペットボトル・缶・ビン等の分別を徹底し，キャップや乾電池は回収してリ

サイクルをする。 
A 

事務局内での資料等配布文書を各 1 部から課内 1 部にすることで印刷文書

の削減を図る。 
C 

文書を複合機に読み込み，無線ＬＡＮで繋いだパソコン上で確認すること

で情報の共有化を図る。 
A 

昼休みの消灯を徹底して行う。 B 

資源ごみ回収ボックスを各会派ごとに設置し、分別を徹底する。 A 

選挙管理委員会事務局 電子データの情報共有化を推進することにより、可能な限り印刷量を削減す

る。 
B 

事務用品の購入については、できるだけグリーン購入適合商品を購入す

る。 
A 

使用していない電子機器の電源を切ったり、一時的に席を離れる場合は待

機状態とする。 
B 

監査委員事務局 事務の見直し等により時間外の勤務時間を減少させ，時間外での電力を削減

する。 
- 

３Ｒの周知徹底とごみ排出時の分別の促進。 A 

グリーン購入の促進。 A 

農業委員会事務局 会議等開催の際，レジュメや次第，パンフレット等は最小限とする。 - 

教育委員会 
教育総務課 

コピー用紙の使用について，両面，割り付けを活用したり，印刷物の見直し

により削減を図る。 
C 

学務課 グリーン購入の促進。 A 

教育総務課と連携を図り，各小中学校での光熱費の削減努力を働きかけ

る。 
A 

指導課 学校への配布文章等は両面コピーを心がけ、用紙の使用量の縮減に努める。 A 

ミスプリントや支障のない文章はリサイクルに回す。 A 

グリーン購入の推進。 B 

全員に配布の必要がないものについては、回覧にして使用する紙を減ら

す。 
A 

理科事故防止研修会において、各学校の理科主任に薬品の取扱いや管理の

適正な方法について伝達をする。 
A 

教育センター 
印刷時は，極力トナーセーブモード・レベルカラーモードでプリントアウト

する。 
A 

部 名 



- 36 - 

 

 

 

部 名 課 名 掲げた目標 評価 

 

適応支援センター ミスプリントや支障のない文書についてはリサイクルに回す。 A 

使用していない場所の電気はこまめに消す。 A 

青少年センター 公用車使用の際は，効率良く走行し，エコドライブを心がける。（特にパト

ロール時） 
- 

昼休みの消灯，OA機器の不使用時は，電源を切る。 B 

グリーン購入の促進。 B 

使用済みの封筒や紙ファイルの再利用。 B 

ゴミの分別を徹底する。 B 

保健体育課 不使用時の PCを節電モードにすることの徹底。 A 

グリーン購入の周知・徹底。 A 

学校給食センター 業務節電，産業廃棄物リサイクル化の継続実施。 B 

給食残渣廃棄物減量。 A 

消防本部 消防総務課 プルタブの回収をし，リサイクルすることで，ゴミの削減と CO2の削減に努

める。 
A 

車両の清掃用品の最小限化をすることで，資源の無駄をなくすとともに，

節水の意識も高める。 
A 

予防課 

平成 23 年中の八千代市における火災発生件数 55 件のうち約半数の 26 件が

建物火災であり，その出火建物を用途別にみると，84％が住宅(共同住宅を

含む)からの出火であることから，火災を早期に発見し，その被害を軽減す

るため，更なる住宅用火災警報器の普及啓発を含む住宅防火対策について啓

発を実施し，住宅火災の発生を軽減することで火災による CO2 の発生を抑制

する。 

A 

警防課 救急講習，広報紙，市のホームページ等による広報活動で，市民へ救急車の

適正利用を呼び掛け，不要不急の救急車の利用を減らすことにより，CO2及

び感染性廃棄物の削減を図る。 

- 

消防自動車等を定期的に更新することにより，排出ガス及び燃料を削減す

る。 
C 

指令課 

平成 19 年度から高機能消防指令センターの導入により，現場に一番近い車

両が自動的に選択されるシステム（自動出動指定装置）の運用により，災害

現場の直近車両が出動する事で時間短縮と燃料の節約になり，ＣＯ２排出の

削減を図る。 

A 

上下水道局 経営企画課 コピー用紙の両面印刷の徹底，ミスコピーの裏面を再利用するなど，紙の使

用量を抑える。 
A 

庁舎にグリーンカーテンを設置し，室内の温度の上昇をおさえ，エアコン

使用を控える。 
A 

昼休みの消灯・パソコン不使用時にスリープ（スタンバイ）状態にし，消

費電力を抑える。 
B 

缶・ペットボトルの分別。ペットボトルのキャップの収集（庁内に自動販

売機を設置しているため） 
A 
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※ 各所属の目標については，実際に掲げてもらったものをそのまま記載してあります。 

○評価について 

Ａ 実施できた 実行率 ８０  ～ １００％ 

Ｂ 概ね実施できた 実行率 ５０  ～  ８０％未満 

Ｃ あまり実施できなかった 実行率 ２０  ～  ５０％未満 

Ｄ 実施できなかった 実行率 ２０％未満 

－ 判断ができないもの   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

部 名 課 名 掲げた目標 評価 

 

給排水相談課 水洗化の啓発及び促進を行い，下水道整備済区域内の未接続世帯への早期着

工を促し，適正な排水設備の執行をすることにより，環境への負荷軽減を図

る。 

- 

資料作成には，ミスコピー紙裏面の再利用を徹底する。 A 

公用車の利用の際には，アイドリングストップを徹底する。 A 

建設課 

（上水・下水） 

入札資料についてＰＤＦファイルでの情報提供。 A 

石綿セメント管（既設水道管）の更新。 - 

建設工事を他業者と合わせた施工。 A 

コピー用紙の裏紙使用。 A 

昼休みの消灯を徹底。 A 

ＬＥＤ懐中電器の購入。 A 

維持管理課 

(上水・下水） 

不使用時におけるパソコン等の節電に努める。 A 

電子データにより情報を共有化し，用紙類の削減を図る。 A 

グリーン購入対象商品の購入の周知，徹底に努める。 A 
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８．八千代市の環境活動風景 

 

本市では，八千代市第２次環境保全計画で示している「自然と人のくらしが持続的に調和するまち」を環

境の基本目標として，市，市民，事業者との協働で施策を展開しています。ここでは，八千代市第２次環境

保全計画で掲げている主要施策ごとに主な事業を紹介していきます。 

 

（１） 谷津・里山保全プロジェクト 

 都市周辺に広がる里山や谷津は，太古より農業や林業などに利用され，人々の生活を支えてきました。 

また，雨水を涵養し土壌の流出を保ち，多様な生態系を作り出し，二酸化炭素を吸収し，気温上昇を緩和

するなど環境や国土保全にも役立っています。さらに，子どもたちが遊びを通し心身共に成長する場でも

あります。「気持をリラックスさせ，免疫力を高める」と健康面でも注目されています。 

 しかし，現状は，土地所有者の高齢化や林業の衰退などにより荒廃し，また，ゴミの埋立や近年の急速

な都市化などにより減少し続けています。かつてどこにでもいたメダカが，国の絶滅危惧種に指定され，

ヘイケボタルが千葉県の保護上重要な野生生物に指定されるなど，多くの動・植物が絶滅しつつあります。 

そのため，平成１７年度から谷津・里山保全事業を始め，平成２３年３月に八千代市谷津・里山保全計

画を策定しました。今後も本計画を推進し谷津・里山の保全・再生・活用に取り組んでいきます。 

 

①  谷津・里山作品展，ほたるの里作品展 

内 容：谷津・里山に関する絵画，写真等を募集したところ，３２点が寄せられました。市内の谷津・

里山の素晴らしさ，大切さを広く知っていただこうと，「八千代市ほたるの里づくり実行委員

会」が募集した作品と共に，市内２ケ所を巡回展示しました。 

日 時：平成２４年１０月１６日(火)から１０月２３日(火)  

     平成２４年１０月３１日(水)から１１月 ６日(火)  

会 場：イト―ヨーカドー八千代店２階 

ふるさとステーション 

作品数：谷津・里山作品展･･･絵画 ３点，写真 １７点，デザイン １点 

     ほたるの里作品展･･･絵画 ２点，写真 ９点 

 

② 自 然 観 察 会 

   内 容：市内に残る谷津について知っていただこうと，自然観察会を春と秋に実施しています。 

日 時：平成２４年４月１０日(火) 

   会 場：花輪川 湧水観察会（春編） 

   参加者：２２名 

日 時：平成２４年１１月２日(金) 

   会 場：毘沙谷津自然観察会（秋編） 

   参加者：１１名 
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③ やちよ里山シンポジウム２０１３ 

   内 容：「あなたの里山の魅力は何ですか？」をテーマに谷津・里山保全のための講演会を実施しまし

た。基調講演は千葉県自然保護課生物多様性センター副技監（併任）県立中央博物館副館長中

村俊彦氏の「「里山と生態系サービス」～里山と子どもたちの未来～」。また,市内の里山活動団

体に生きもの調査や湧水調査などについて事例発表をしていただきました。 

日 時：平成２５年３月２日(土) 

会 場：ふれあいプラザ 第３会議室 

参加者： １１０名 

 

 

④里山整備ボランティア育成講座（里山楽校） 

   内 容：谷津・里山の大切さを市民の方に知っていただき，保全の取り組みにつなげ，里山整備の担い

手の育成を目的に，千葉県森林課，農林総合研究センター森林研究所，北部林業事務所印旛支

所などの協力を得て，桑納地区・島田谷津を拠点に里山楽校の講座を７回開催しました。講座

の内容は，里山整備の先進地視察，活動する森のゾーニングの計画案作成，チェーンソーの安

全講習，竹の整備及び竹の柵づくりなどです。 

日 時：平成２４年１０月１３日（土），１０月２７日（土），１１月１０日（土），１２月１日（土）， 

１２月１５日（土），平成２５年１月１９日（土），２月１６日（土） 

会 場： ふれあいむつみ，桑納地区の森，熱田が池付近の竹林 

参加者：１１名 

 

 

 

（２）バイオマス・ビオトーププロジェクト 

廃食油などの一般廃棄物を原料に，バイオマスエネルギーを創り出します。 

本市では，家庭から出る使用済み食用油を回収しごみの減量化を図るとともに，廃食油からできたバイ

オマス燃料を再生する事によって，化石燃料の使用を削減し地球温暖化ガスである二酸化炭素の抑制を推

進します。 

 

①廃食油の回収について 

内 容：ごみの減量化・地球温暖化防止のため，家庭から出る使用済み食用油を市役所や公民館で回

収します。清掃センターへ持込みは，引き続き受け入れます。 

持ち込める油：なたね油，コーン油，ひまわり油，べに花油，ごま油，オリーブ油などの家庭から出る

植物性食用油 

回収場所：（拠点回収）市役所・各公民館：平成２４年８月１日～ 

（持ち込み）清掃ｾﾝﾀｰへ直接持ち込み：平成２３年７月１日～ 
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（３）地球温暖化対策プロジェクト 

 

①平成２４年度「地球にやさしい暮らし方」講座 

内 容：家庭でできるちょっとした心がけで，エネルギーを節約し，地球温暖化を防止し，川や海

もきれいにできます。家庭で実践できる環境にやさしい料理が学べる講座を開講し，実

際に，環境のことを考えた美味しい料理を作って，試食しました。 

日 時：平成２５年２月１２日（火） １０：００～１３：００ 

会 場：八千代台公民館調理室 

メニュー：和風香りごはん，鶏肉と野菜の香味漬け，簡単おすまし，グリルで焼きリンゴ 

講師：千葉ガス 

参加者：２０名 

 

② グリーンカーテン事業 

   内 容：グリーンカーテンを広く周知するため，広報やちよ・市ホームページなどからグリーンカーテ

ンを実施して頂ける方を募集しました。応募して頂いた方にはゴーヤの苗を配布し，育成記録

を報告していただきました。 

   参加者：５１世帯 

   日 時：平成２４年５月１９日（土） 

   会 場：市役所５階 第３会議室 

 

  ③グリーンカーテン写真展開催 

内 容：財団法人八千代市環境緑化公社と共催により，グリーンカーテンの写真をふるさとステーショ

ンにて展示しました。また，来場者アンケートを実施し，人気の高かった応募作品を市ホーム

ページに掲載しました。 

  日 時：平成２４年１０月３１日（水）～１１月６日（火） 

   会 場：ふるさとステーション 

   作品数：３８点 

 

④ 太陽光発電設備設置費補助金 

内 容：太陽光エネルギーの有効利用の促進を図るため，平成２３年度より，太陽光発電設備の補

助金を実施しています。住宅用太陽光発電設備をこれから設置する方に設置費用を一部補

助しています。 

受 付：市役所２階 環境保全課 環境政策室 

 

⑤地球温暖化対策の一例 

   内 容：下記場所にて地球温暖化対策として，取り組んでいます。 

 

ⅰ 萱田浄水場 太陽光発電施設 ２０kw 

 

 

 

ⅱ 本庁舎玄関前ハイブリッド発電時計塔 
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（４）エコツアープロジェクト 

①エコツーリズムフォーラム 

内 容：「体験から学び地域の資源を活かす街づくり」をテーマにエコツーリズムに関する講演会を実施

しました。基調講演は千葉大学名誉教授の中村攻氏の「地域の自然を生かした豊かな暮らし」。

また,農事組合法人多古町旬の味産直センターの徳益友紀子氏より，地域農業を守るための取

組みについて事例発表をしていただきました。 

   日 時：平成２４年１１月２１日（水） １３：３０～１６：３０ 

   会 場：八千代市農業研修センター 多目的ホール 

   参加者：１００名 

 

（５）その他 

①平成２４年度「新川一斉清掃」 

内 容：印旛沼水質保全協議会（千葉県及び流域１３市町，関係団体等で構成）では，印旛沼浄化推

進運動を進めています。印旛沼水質保全協議会の構成団体の一員である本市は，新川遊歩道

に散乱しているゴミの分別・収集を行いました。また，受付にて，家庭から出た植物性食用

油の回収を行いました。 

日 時：平成２４年４月８日（日）１０：００～１１：３０ 

集合場所：八千代総合運動公園多目的広場 

清掃区域：大和田排水機場から城橋までの新川両岸の遊歩道周辺 

参加者・協力団体：５３１名，１３団体 

集まったゴミの量：６５０kg 

廃食油の持ちこみ量：１０L 

 

②ゴミゼロ運動 

   内  容：千葉県を含む近隣１都１０県では，毎年５月３０日に近い日曜日をゴミゼロ運動統一行動日

と定め美化活動を実施しています。八千代市でも，地球環境美化及びごみの排出抑制や再利

用による減量化の推進のため，「ゴミゼロ運動」を実施しました。 

   日  時：平成２４年５月２７日（日）  

清掃区域：新川遊歩道両岸（村上橋周辺） 

        東葉高速鉄道 八千代中央駅及び八千代緑が丘駅周辺 

参 加 者：８，４７９名 

集まったゴミの量：５，７４０㎏ 

 

③ 環境推進担当者会議 

   内 容：各課にそれぞれ１名以上の環境推進担当者を選任してもらい，環境活動やエコアクション２１

についての取組，地球温暖化についての意識を高め，市役所全体で環境活動に取り組んでも

らうために行いました。 

日 時：平成２４年４月２０日（金） 

   会 場：市役所別館２階 第１・２会議室 

   対 象：環境推進担当者 ５２ 名 
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④ 新規採用職員研修 

   内 容：新規採用職員に対して，環境に関する講義を行いました。 

   日 時：平成２４年１０月１１日（木） 

   会 場：市役所別館２階 第１・２会議室 

   対 象：新規採用職員 ５０ 名 

 

⑤ 八千代市環境保全計画推進会議 

   内 容：行政，市民代表，事業者代表等を対象とし環境保全計画推進を目的に会議を行いました。 

       平成２３年度の実績について報告を行い，それを踏まえて今後の活動計画などを議論しまし

た。 

   日 時：平成２５年 １月２９日（火）  

   会 場：市役所４階 第２委員会室 

   対 象：行政，市民代表，事業者代表等 １０名 

 

⑥ 内部環境監査 

   内  容：内部環境監査研修後，対象部署に対して内部環境監査責任者・監査員による，内部環境監査を

行いました。 

   日 時：平成２５年 １月２２日（火） 

   対 象：管財課 環境保全課 

 

⑦ 環境推進責任者研修 

内 容：外部より講師を招き，環境マネジメントマニュアルにおいて定められている研修です。 

「市役所の経営と環境マネジメントシステムの運用」という題目で研修を行いました。 

日 時：平成２５年 １月１７日（木） 

会 場：市役所別館２階 第１・２会議室 

対 象：６２名 
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９．代表者による全体の評価と見直し 

＜平成２４年度の取組み結果について＞ 

本市では，「地球温暖化防止に向けた八千代市率先実行計画（第３期計画）」において，平成２１年

度基準で平成２７年度までに温室効果ガス総排出量を５％削減するという目標を掲げています。また，

温室効果ガス排出量の削減に向けて，１１項目（電気，灯油，軽油，Ａ重油，ＬＰＧ，一般廃棄物焼却

量，等）についても平成２７年度目標を定め，使用量等の削減に取り組んでいます。 

第３期計画期間の初年度である，平成２４年度におけるＣＯ２等の庁舎関連施設から排出される温

室効果ガス総排出量については，３．６％の減少となりました。各取組み項目をみても，電気使用量，

Ａ重油使用量， 一般廃棄物焼却量，水道使用量の４項目は減少しました。 

東日本大震災以後，日本全国で市民・事業者・行政すべてに節電が求められ，電気使用量の削減

に取り組みました。市内公共施設全体においても，年間３．８％の電気使用量を削減しました。しかし

ながら，発電機や冷暖房等への使用で，ガソリン，灯油，軽油，都市ガス等７項目については増加しま

した。 

 ＜結果からの課題と今後へ向けて＞ 

平成２４年度の結果として，温室効果ガスを削減することができました。これは，一般廃棄物焼却量

が減少したことと，庁舎関連施設の電気の使用による排出量が減少したためと考えられます。今後と

も，市民に対して率先垂範するため，電気使用量の削減に努めるとともに，ゴミ減量に係る学習会の

強化により，ゴミの排出に対する意識改革や３Ｒ，分別徹底の周知を継続していきたいと考えていま

す。 

 ＜エコアクション２１の取組みについて＞ 

平成２４年度の主な取組みとして，各種取組みを効率的に推進するために，庁内６５部署の環境推

進責任者及び環境推進担当者とのヒアリングやグリーン購入についての説明会を実施し，職員の環境

意識向上を図ってまいりました。また，平成２６年４月に施行予定の「八千代市中小企業資金融資条

例」の一部改定におきまして，エコアクション２１等環境マネジメントシステムを取得した企業に対し，融

資枠を拡大する等の取組みをはじめる等，市内企業へのエコアクション２１の普及を推進しております。 

今後につきましては，各部署での業務に則した目標をもち，業務改善するとともに環境に配慮してい

くことが省エネ行動と同様に重要と考えており，一層推進していきたいと考えています。 

さらには，地域への環境への取組みとして，本市の自然豊かな環境を活かし，環境教育を継続して

推進していくとともに，市内の企業へも「エコアクション２１」の普及・啓発を図り，行政・事業者・市民の

環境意識を更に高められるよう取組んでまいります。 

八千代市長   秋葉 就一      


